
中村公認会計士事務所 

たっくすニュースフラッシュ 

ご挨拶 

女性の年金、種別変更にご注意を！ 

  ２０歳以上のすべての国民が加入する国民年金で、サラリーマンの妻が自らの

離婚や夫の転職時に市区町村に届け出をせず、年金を満額受け取ることができ

ない事例が発生しています。 

  これは、それぞれの資格が変わるごとに「種別変更届」等の提出を行わなくて

はいけないのですが、それを知らないがために手続きを行わない結果、受給資

格に空白が生じてしまい、年金の一部が減額となってしまうという事態が生じてい

るためです。次頁で国民年金の被保険者の資格、１号・２号・３号の３種類につい

て表にまとめてみましたので、参考にしてください。 

  

  

 町中の飾りが、クリスマス一色に彩られている今日この頃、いよいよ今世紀も残

すところわずかとなってしまいました。皆様の今世紀はいかがなものだったので

しょうか？来る２１世紀が、皆様そして当事務所に

とっても実り多き時代であることを祈っておりま

す。 

 この年末年始は、皆様も時間のゆとりが多少あ

るかと思いましたので、ご家族で見直しをしてい

ただける事項を話題として取り上げました。これを

機会に、その他家計に関しても見直しをじっくりな

さってみてはいかがでしょうか？ 

 内容に関する御要望・御不満等ございましたら御遠慮なさらずご意見を伺わせ

てください。 よろしくお願いいたします。           

           公認会計士 ・ ファイナンシャルプランナー  中村元彦 

           公認会計士 ・ ファイナンシャルプランナー  中村友理香 
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税務をみなさまの身近な存在に 



 株を取得したのが数十年前ということになると株の取得価額がいくらか分からないという事態も考えられます。こ

ういう場合には株式売却価額の５％を取得価額として申告することも認められていますが、実際の取得価額が売

却価額の５％よりも大きかった時には株式譲渡益が実際ます。資料としては証券会社が持って元の取得価額より

も高い現在の取 

 

 

記事の見出し 

  

  ※ 第１号被保険者－－厚生年金に加入していない２０歳から６０歳の自営業者とその人       

に扶養されている配偶者 

                  国民年金の保険料を支払う必要があります 

     第２号被保険者－－ＯＬ、サラリーマンなどの厚生年金、共済年金加入者 

                  厚生年金（共済年金）保険料を支払う必要があります 

     第３号被保険者－－第２号被保険者に扶養されている２０歳から６０歳の配偶者など

（但し年収が１３０万円未満）  

                 保険料の支払いは必要ありません 

 ここで注意したいのが、同じ専業主婦でもサラリーマンの妻なら３号扱いとなり、年金保険料を支払う義務はない

のですが、自営業者の妻であると１号扱いとなり、夫とはまた別に自分の分の年金保険料を支払う義務が生じてく

ることです。 

 現在、国民年金は２０歳から６０歳までの４０年間保険料を支払うと、年額約８０万円受け取れることになっていま

す。上記の変更手続きを怠ると、その４０年間に空白期間が生じ、年金を満額受け取ることができないことになって

しまうのです。２年前まではさかのぼって手続きができますので、もしこの記事を読んで、お気づきの方は、早めに

手続きを行うことをおすすめします。 その際一番確実に加入歴を確認できるのは、社会保険事務所といえます。

最寄りの社会保険事務所へ、年金手帳を持参し、問い合わせしてみてはいかがでしょうか。 

 なお社会保険事務所では、年金の受け取りがいくらになるかという具体的な質問にも対応していますので、老後

の年金見込額を知りたい方も活用できる相談窓口といえます。 

 今後、老後のための資産運用は自己責任となってきますので、社会保険事務所以外にも、郵政省の「暮らしの相

談センター」、社会保険庁の「社会保険業務センター」、市区町村の「市民相談」など、無料相談所を上手に活用

し、老後設計の味方・情報源を一つでも増やしていってみてはいかがでしょうか。もちろん、当事務所がまず皆様

の安心できる相談窓口として控えておりますので、ご遠慮なさらずご相談ください。 
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    女性が市区町村に年金の「種別変更届」を出さなければいけないケース例 

 

 

  

 ＊記載中の内容についてご質問がある場合にはお気軽にお問い合わせください。 

資格の異動 具体例 

１号 → ３号 ２０歳以上の家事手伝い女性が結婚して、サラリーマンの専業主婦へ 

２号 → ３号 ＯＬが結婚のために退職し、サラリーマンの専業主婦へ 

３号 → １号 夫が退職、ないし夫と離婚した場合 

３号 → ３号 夫が転職したとき「種別確認届」の提出が必要 

２号 → １号 ＯＬが結婚のために退職し、自営業者の妻へ 


